
タイ投資委員会（BOI）は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応として 

メールマガジン等による情報提供を開始いたします 

 

タイ投資委員会（BOI）は、タイへの投資を支援するタイ政府首相府傘下の投資誘

致機関として日常的に情報提供、投資相談を承っております。セミナー開催等を通じた直接

の情報提供を今しばらく自粛すべき状況を鑑みまして、今後数回にわたり、メールマガジン

など協力機関の媒体を活用させていただきながら、企業の皆様に最新のタイの投資環境を

伝える情報便をお届け致したいと存じます。各社状況が異なることと存じますが、ぜひ今後

の進出・拡大投資の検討材料として、同情報便をご活用いただければ幸いです。 

 

**************************************** 

第 6 便      タイ投資委員会（BOI）による人材開発に関する投資促進 

 

タイ投資委員会（以下、BOI）は、今まで奨励企業の職業訓練活動に対する恩典  

＜メリットによる追加恩典＞を措置により、支援してまいりました。この度、より多くの 

企業様の職業訓練参加を推進するため、＜メリットによる追加恩典＞の付与する条件を 

緩和し、最低支出額を定めず、法人所得税免除額に企業が支出した金額（100％）または   

2 倍の額の上乗せを認めることとしました。 

 

要旨： 

BOI は労働者のスキル向上を促進するため、メリットによる追加恩典（Merit-based 

incentives）の改定を下記の通り発布しました。 

 

（１）スキル・技術・イノベーション開発のための職業訓練または研修 

• 職業統合学習（WiL）・デュアル職業訓練（DVT）・協同教育（CoE）の BOI が

同意したスキル向上プログラムにかかる費用ついて、支出金額全額（100％）を

法人税免除の上限額に上乗せが可能（最低支出金額を撤廃）。（ページ 3 にご参照

ください。） 

 

（２）高度技術訓練（Advanced Technology Training） 

• タイ国内で実施された BOI が同意した高度技術訓練や高等教育科学研究イノベー

ション省（MHESI）省または東部経済回廊（EEC）事務局が認証した高度技術や

特殊スキルの訓練にかかる費用について、支出金額の 2 倍（200％）を法人税 

免除の上限額に上乗せが可能（最低支出金額を撤廃）。 

 

BOI 布告：ページ４にご参照ください。 

 

 

**************************************** 



お問い合わせ先： 

本情報便の内容についてのご質問、タイ進出に関するご相談がおありの方は、ぜひお気軽

に下記のタイ投資委員会（BOI）東京事務所またはタイ投資委員会（BOI）大阪事務所ま

でご連絡を頂ければと存じます。 

 

職業統合学習（WiL）・デュアル職業訓練（DVT）・協同教育（CoE）についてのご質問 

BOI バンコク本部 投資エコシステム部 

電話番号：66-2-553-8221 

E-mail : facility@boi.go.th 

 

BOI 東京事務所 

タイ王国大使館経済・投資事務所 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-3  

福田ビルウェスト 8 階 

Tel. : 03 3582 1806 

E-mail : tyo@boi.go.th 

 

BOI 大阪事務所 

 タイ王国大阪総領事館 

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎 1-9-16 

バンコク銀行ビル 7 階 

※BOI 大阪事務所の管轄エリアは、関西、中国 

および四国 

Tel. : 06 6271 1395 

E-mail : osaka@boi.go.th 



 
 

BOI プロジェクト申請をご検討の皆様へ 
 

インターンシップ・プログラムに参加することで 

追加恩典が受けられることをご存じですか？ 

 

 

 

 

タイ政府が提供する主なインターンシップ・プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ投資委員会（BOI）による人材開発に関する追加恩典 

• タイ MHESI省の下の

高等教育委員会事務

局の運営する大学生

レベルのインターン

シップ・プログラム 

• 受け入れる企業が直

接大学と話し合い、

訓練プログラムを 

組む。 

• タイ教育省の下の 

職業教育委員会事務

局の運営する専門学

校（Por.Vor.Shor. 

及び Por.Vor.Sor.）

レベルのインターン

シップ・プログラム 

• 受け入れる企業が 

直接専門学校と話し

合い、訓練プログラ

ムを決める。 
 

 

• タイ高等教育科学研究イノベーション省（Ministry of 

Higher Education, Science, Research and Innovation: 

MHESI）の運営する大学生レベルのインターンシップ・        

プログラム 

• MHESI省 TIME One Stop Service for HR Solution、        

NSTDA 機関を通じて大学側とインターンシップ・プログラム

を組む。 
 

各プログラムは別々の 

政府機関が提供している

が、利用するには、まず

はどこに相談すればいい

のだろうか？ 

まずは BOI がワンストップの相談窓口
です。 

こちらにお問い合わせください！ 

BOI 本部、Investment Ecosystem 部 

電話番号：02-553-8221 

メールアドレス：facility@boi.go.th 

共同教育 

Co-operative 

Education 

(CoE) 

職業訓練 

Dual  

Vocational 

Training 

（DVT） 

科学・技術分野 

における 

Work-Integrated Learning 

(WiL)プログラム 
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（非公式訳）  

投資委員会布告 

第 5 / 2562号 

件名：訓練の促進措置 

----------------------------------------------------- 

   仏暦 2557 年（2014 年）12 月 3 日付投資委員会布告第 2 / 2557 号「投資奨励政策

及び基準」、及び仏暦 2560 年 （2017 年） 3 月 14 日付投資委員会布告第 2 / 2560 号「メリット

による追加恩典 (Merit-based incentives) の改定」 に引続き、 

   事業者に労働者のスキルを継続的に向上させることを促進するため、仏暦 2520 年

（1977 年）投資奨励法第  16 条、第  18 条及び第  31 条の権限に基づき、投資委員会は 

投資委員会布告第 2/2557 号の第 9.2.1 項にて、メリットによる追加恩典 (Merit-based incentives) 

の改定を下記通りに発布する。  

   第 1 項 最低投資額・支出の条件を指定せずに、人材開発に関する投資・支出は

法人所得税免除の上限額に加算される。但し、下記通りに投資・支出がある場合に限る。 

1.1 スキル・技術・イノベーション開発のための職業訓練または研修  

（1）科学技術分野の学生向けのスキル・技術・イノベーション開発

のための職業訓練または研修の実施であり、投資委員会が同意した職業統合学習 (WiL) ・デュアル

職業訓練・共同教育のプログラムを指す。 

（2）法人所得税免除恩典の免税額に、投資金額 （土地代及び運転 

資金を除く）  及び/または投資委員会が同意した職業訓練における支出の 100％の金額を 

追加する。 

1.2 高度技術訓練 (Advanced Technology Training) 

（1）高度技術訓練とは投資委員会事務局が同意したもの、又は高等 

教育・科学・研究・イノベーション省 (MHESI) もしくは東部経済回廊地域  (EEC) にある教育 

機関の場合は東部経済回廊政策委員会事務局 (EECO) が認証した対象の高度技術又は特殊な 

スキルの訓練を言う。訓練は社内・社外を問わないが、国内で実施さらたものに限る。そして、 

産業界の需要に応えるカリキュラムでなければならない。 
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（2）法人所得税免除恩典の免税額に、投資金額 （土地代および運転

資金を除く） 及び/または投資委員会が同意した高度技術訓練における支出の 200％の金額を 

追加する。 

   第 2 項 本措置に基づく投資奨励申請は仏暦 2564 年（2021 年）12月 30日まで

に提出すること。 

 

尚、仏暦 2562 年（2019 年）9 月 20 日より有効とする。   

公布日: 仏暦 2562 年（2019 年）10 月 28 日  

  

 

（プラユット・チャンオーチャー） 

首相 

投資委員会委員長 

 

 

 


